
○甲賀市居住環境改善事業補助金交付要綱 

平成１６年１０月１日 

告示第１３８号 

改正 平成１９年１０月１日告示第６９号 

（趣旨） 

第１条 甲賀市における居住環境改善事業（以下「環境改善事業」という。）を行

う者に対し、その事業に要した経費について予算の範囲内で補助金を交付するに

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「環境改善事業」とは、次に掲げるものをいう。 

（１） 私道等の改良及び舗装 

（２） 下排水路の整備 

（３） 急傾斜地崩壊防止施設 

２ この告示において「私道等」とは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）の適

用を受ける道路（以下「公道」という。）以外の道路で常時一般交通の用に供さ

れているものをいう。 

３ この告示において「下排水路」とは、公共下水路以外の排水設備で公共下水路

等に接続されているものをいう。 

４ この告示において「申請者」とは、環境改善事業を行おうとする区域の代表者

をいう。 

（補助金交付の範囲） 

第３条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する工事の申請者に対し交付するも

のとする。ただし、国、県又は市が実施するその他の補助事業の対象となるもの

は、当該補助金の対象としない。 

（１） 公道から公道に接続する私道等又は公道に準ずる規模の主要な私道等で

公道に接続する幅員、おおむね１．２メートル以上のもの又は公道に接続する

行詰り延長３０メートル以上の私道等で家屋が連たんし、幅員、おおむね１．

２メートル以上のもの 

（２） 居住区域において、雨水排除等が困難な地区で対象となる家屋がおおむ

ね５戸以上あるもの 



（３） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７

号）第３条第１項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域として指定のあった区

域以外の区域又は、急傾斜地崩壊危険区域として指定のあった区域で、特に市

長が必要と認めるもので急傾斜地の高さが４メートル以上、かつ、急傾斜地の

崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が２戸以上あるもの 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、当該事業に要した経費の５０パーセント以内とし、最低限

度額は５万円とする。ただし、急傾斜地崩壊防止施設の補助金の額は、２００万

円以内とする。 

（補助金交付の申請） 

第５条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、環境改善事業補助金交付

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 位置図（縮尺２，５００分の１程度） 

（２） 実施計画図 

（３） 補助金を受けようとする事業の敷地に関し、権利を有する者（以下「権

利者」という。）に関する調書（様式第２号） 

（４） 権利者の承諾書（様式第３号） 

（５） 工事費見積書 

（６） その他市長が必要と認めて指示した書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による補助金交付申請について現地及びその書類の内

容を調査の上、補助金の交付を認めたときは、当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、環境改善事業補助金交付決定通知書（様式第４号）を当該申請

者に送付することによって行うものとする。 

（工事の施行） 

第７条 申請者は、工事請負業者と直接工事請負契約を締結し工事を行うものとす

る。 

（補助金の変更交付） 

第８条 第６条により補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、変更の内容及び理由を記載した環境改善事業補助金変更交付申請書



（様式第５号）に第５条に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 事業等の内容及び計画を変更しようとするとき。 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（３） その他補助金交付申請書記載事項を変更しようとするとき。 

２ 市長は、前項に規定する補助金の変更交付を認めたときは、環境改善事業補助

金変更交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 第６条又は前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、工事完

了後速やかに環境改善事業工事実績報告書（様式第７号）に、次に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 補助事業等に係る収支決算書 

（２） 工事請負契約書の写し 

（３） 精算設計図書（出来形図） 

（４） 支払関係書類（領収写し） 

（５） 工事写真完成写真 

（完了検査） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに当該

補助事業の現地及び書類の完了検査を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による検査の結果、当該工事が補助金交付決定の内容に適

合していないと認めたときは、申請者に対し手直しを命ずることができる。 

３ 前条及び第１項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合に準用する。 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条第１項の規定（同条第３項の規定により準用する場合を含

む。）による完了検査の結果、工事が補助金交付決定の内容に適合すると認めた

ときは、環境改善事業補助金交付確定通知書（様式第８号）により申請者に通知

するものとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとす

るときは、環境改善事業補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 



（補助金交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、次に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消

すことができる。 

（１） この告示に違反したとき。 

（２） 補助金交付の条件等に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長が既に交付した補助金について、次に該当すると認めたときは、期

間を定めてその返還を命ずるものとする。 

（１） 交付対象物を交付目的に反して使用したとき。 

（２） 不正な手続により補助金の交付を受けたとき。 

（その他） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町居住環境改善事業補助金交

付要綱（昭和５２年水口町告示第１０号）又は信楽町地区道路等整備事業補助金

交付要綱（平成２年信楽町告示第７号）の規定によりなされた手続その他の行為

は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則（平成１９年告示第６９号） 

この告示は、平成１９年１０月１日から施行する。 


